
1 意見公募期間
令和６年１月１９日（金）から令和６年２月１９日（月）まで

2 計画の公開場所

子育て支援センターぷちまある

3 意見募集状況

団 体

№ 区 分

1 全
般

2 全
般

市ホームページ、子ども支援課、市民サービスステーション、柳瀬川駅前仮出張所、いろは遊学館、
宗岡公民館、宗岡第二公民館、柳瀬川図書館、いろは遊学図書館、健康増進センター、児童センター、
いろは子育て支援センター、西原子育て支援センター、宗岡子育て支援センター、

人 数

個 人

区 分

◎ 意見を反映し、修正・加除（一部を含む）を行ったもの

○ 原案のとおりとするもの

△ その他

※複数のご意見をいただいた場合は、市において分類しております。

公募意見概要 公募意見に対する市の考え方

こどもの遊び場、自宅以外の居場所がなく、児
童センターの整備は急務であると考え、是非実
行いただきたいです。
共働き、小学生．園児の母です。
小学生で希望すれば学童に入れるわけではなく
枠が非常に少ないこと、志木っ子の制度はあり
がたいものの冬場は16時30分で帰宅となるため
都内へ正社員フルタイムでの勤務の場合、夕方
〜夜にかけて毎日２時間はお留守番することに
なってしまいます。
習い事で時間を埋める方法もありますが、子ど
もにも意思があるため毎日習い事をするわけに
もいきません。
そう考えると学童にはいれなければ仕事をやめ
ざるを得ません。
児童センターが学校の近くにあれば、保護者も
安心して仕事を続けることができ、こどもも下
校後、さみしい思いをせず過ごすことができま
す。
どうか建築予定の志木小学校近くに児童セン
ターの建設をお願いします。

本町5，6丁目付近は、幼児、児童が増えている
が、公園、遊び場が無く、（四季彩公園は非常
に小さい）、赤ちゃんママが集える場、中学生
も集える場、球技等（幼児、小学生、中学生、
別に安全に）できる施設を希望します。

意 見 件 数

8人 0人 11件

子どもの遊び場は市内全域で少ない傾向にある
ほか、児童センターは志木地区にないことか
ら、「第２期志木市子ども・子育て支援事業計
画」において、重点施策の１つとして、児童セ
ンター等の遊び場を確保することを位置づけ、
検討を進めてまいりました。
児童センターの整備に当たりましては、子育て
支援センターを併設することとし、今後、設計
を進める中で、より多くの子どもたちや保護者
の皆様が利用しやすく、魅力的な施設となるよ
う工夫してまいります。
なお、ボール遊びにつきましては、市民会館・
市民体育館新複合施設など、近隣施設と連携を
図り、事業の一環として実施することを想定し
ております。

○

「志木地区児童センター整備基本計画（素案）」について
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№ 区 分公募意見概要 公募意見に対する市の考え方

3 全
般

○

4 全
般

○

5 全
般

○

6 全
般

○

志木地区に児童センターができるのは大賛成で
す。
８その他①民間活力の活用について、民間事業
者の専門的な知識や技術の活用を検討します。
とありますが、もう少し具体的に説明してほし
いです。例えば設計段階からなのか？事業運営
についてなのか？など
また子ども達（当事者）の意見を反映させて欲
しいという想いがあるので、「子ども会議」な
るものがあっても良いと思いますがご検討くだ
さい。
ベビーカーや車椅子は施設内でも使いやすいよ
うに、バリヤフリーの配慮をお願いします。
特に子育て支援センターへはベビーカーでい
らっしゃる方が多いのでお部屋の前までベビー
カーで行けたほうが利用しやすいと思います
が、お部屋の配置等を考慮していただけると嬉
しいです。

より多くの子どもたちや保護者の方が利用しや
すく、魅力的な施設となるよう、あらゆる段階
において、民間事業者の専門的な知識やノウハ
ウを取り入れることを検討してまいります。
また、児童センターは子どもたちが利用する施
設であることから、子どもたちから意見を聴取
し、反映する方法について、検討してまいりま
す。
さらに、子育て支援センターについても、ベ
ビーカーでの利用がしやすくなるよう、設計を
進める中で、施設の配置や動線などに配慮して
まいります。

志木市の本町地区（志木市の真ん中）に児童セ
ンターができる事を待ちに待っていた。支援セ
ンターも併設される事も大歓迎である。現在、
社協（宗２公）の中にあるすきっぷ（児童発達
相談センター）もこの複合施設の中に入って欲
しい。何故ならば、昨今発達の気になるお子様
が多く存在する中で、志木市としてその支援体
制を整えることは必須であると考える。館幸町
地区から移動手段のないママパパが宗岡地区ま
で出向くとなるとハードルが高く億劫になると
聞く。
お茶やジュース、アイスクリームの自動販売機
の設置も望む。また、昔のパルシティにあった
ような小さくて良いので食堂が出来ると会合や
運動の帰りに立ち寄ることで市民の交流の場に
なり横の繋がりが出来て良いと思う。子育て中
のママパパは帰宅して食事を作るより、児童セ
ンターや支援センターで遊んだ後、ここで食事
を済ませられれば家事育児の負担が減ると思
う。
児童センターと支援センターは出来れば外
（デッキ）に出られる作りになっていて、外で
乗り物に乗ったり水遊びをしたり出来るスペー
スがあると良い。屋上も遊べるスペースになっ
ていて、固定遊具（滑り台やジャングルジム
等）があると更に良い。児童センターの施設が
横浜市の港北幼稚園姉妹園ゆうゆうの森幼保園
のような作りで、天井から縄網やハンモックが
垂れておりそこで子ども達が遊んだり、すべり
台も天井からループ状に降りてくる設計になっ
ていたりと、施設全体が現代的で魅力的な工夫
を求める。

今回整備する施設の中に児童発達相談センター
を加えることにつきましては、敷地が狭隘であ
り、児童発達相談センターの設置に必要な諸室
の確保が難しい状況にあることから、現時点に
おいては、予定しておりません。
また、自動販売機の設置につきましては、施設
の設計及び運用を協議する中で検討してまいり
ます。
加えて、ご提案いただきました児童センターと
子育て支援センターの遊具の設置等につきまし
ては、今後設計を進めるうえでの参考とさせて
いただきます。
なお、食堂につきましては、敷地が狭隘である
ため、設置は難しい状況にありますが、おやつ
や食事を摂れる場所等については、施設の運用
を協議する中で検討してまいります。
いずれにいたしましても、施設の整備に当たっ
ては、より多くのお子様や保護者の皆様にとっ
て、利用しやすく、魅力的な施設となるよう工
夫してまいります。

宗岡の児童センターは17時閉館だが同様にする
と高校生には利用しにくいと思う。20時くらい
まで使えるようにするなどの配慮が欲しい

未就学児から高校生まで幅広い年代の子どもた
ちが利用する施設であることから、施設の運用
を検討する中で、高校生にとっても利用しやす
い開所時間を検討してまいります。

高校生も来やすくするためには「児童セン
ター」という名称はよくない。通称または愛称
を募集するなどしたらいいと思う

未就学児から高校生まで幅広い年代の子どもた
ちが利用する施設であることから、利用対象と
なる子どもたちを含め、通称や愛称を募集する
ことについて、検討してまいります。
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№ 区 分公募意見概要 公募意見に対する市の考え方

7 機
能

○

8 自
習
室 ○

9 一
時
保
育

10一
時
保
育

11児
童
発
達
相
談
セ
ン
タ
ー

○

室内で外遊びができる環境があるといいと思い
ます。室内に砂場や、屋根付きの屋外など。天
候に左右されずに外遊びができる環境はなかな
かないのであれば嬉しいです

いただきましたご意見は、今後、設計を進める
うえでの参考とさせていただき、子どもたちや
保護者の皆様が利用したいと思える施設となる
よう、工夫してまいります。

自習スペースはできるだけ広くとるようにして
欲しい

いただきましたご意見は設計を進める中で、参
考とさせていただき、他の諸室との状況を勘案
しながら、判断してまいります。

公立保育園の一時保育（リフレッシュ保育)は
なかなか予約が取れないと聞いている。
児童センターは単独の建物で場所も広いと思う
ので、児童センター内で児童センタースタッフ
とは別に人員確保し、短時間でも子どもを預け
られるようなシステムが出来るといい。

保育園のリフレッシュ保育が始まり、利用者様
から「たいへん助かる」と喜びの声をよく聞き
ます
一方で、「なかなか予約が取りにくい」話しも
聞いています
新しく設置する支援センターで一時保育をする
のはいかがでしょう　利用者親子のニーズに合
い、一時保育の利用のしやすさにつながります

新しい支援施設に児童発達相談センター「す
きっぷ」も入れていただきたいです
志木地区に「すきっぷ」があれば相談しやすく
なります　
利用者の居住地によっては宗岡の「すきっぷ」
は遠くて利用しにくい声は多くいただいていま
す

今回整備する施設の中に児童発達相談センター
を加えることにつきましては、敷地が狭隘であ
り、児童発達相談センターの設置に必要な諸室
の確保が難しい状況にあることから、現時点に
おいては、予定しておりません。

今回整備する施設内での一時保育につきまして
は、敷地が狭隘であり、一時保育に必要な諸室
の確保が難しい状況にあることから、現時点に
おいては、実施の予定はありません。
なお、公立保育園での一時保育につきまして
は、いろは保育園と西原保育園において実施し
ており、令和４年度より新たにリフレッシュ保
育の利用を年３回から月３回までの利用に拡充
し、多くの方にご利用いただいている状況であ
ります。一方、令和７年度末をもって、西原保
育園が閉園するとともに、北美保育園が建替え
に伴い休園となることから、国において制度化
が予定されている「こども誰でも通園制度」
（仮称）の動向を注視しつつ、今後の一時保育
事業についても併せて検討してまいります。

○
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